
※裁判所の許可が必要な場合があります。
　入籍届を届出したい場合は、事前に相談してください。

※１５歳未満の方は、
届出人は親権者　
※１５歳以上の方は、
届出人は本人

※印は任意
ですので、
あってもな
くてもよい
です。

※日中連絡できる連絡先の記入をお願いします。


